
   大館市立小・中学校通学区域に関する規則の運用に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要項は、学校教育法施行令第８条及び、大館市立小・中学校通学区域に関する規則第

４条に基づき、就学指定校変更の申立に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （申立） 

第２条 就学指定校の変更を申立しようとする者（以下「申立者」という。）は、就学指定校変更申

立書（別記様式第１号。以下「申立書」という。）に必要書類を添付し、教育長に提出しなければ

ならない。 

 

 （決定及び届出） 

第３条 教育長は、申立書が提出されたときは、これを審査し、申し立ての可否を決定するとともに、

その結果を就学校の指定に係る通知書（別記様式第２号）により申立者に通知する。 

２ 就学指定校変更の承認を受けた者は、その変更期間が複数年度にわたるときは、毎年１月１５日か

ら２月１４日までの間に現況届（別記様式第３号）を教育長に提出しなければならない。ただし、変

更期間の最終年度については、この限りでない。 

 

 （変更基準） 

第４条 就学指定校変更の基準は、別表のとおりとする。 

 （補足） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が決定する。 

 

   附 則（平成１９年４月１日要綱） 

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、大館市小・中学校における通学区域制度の運用

に関する要綱（平成１３年１２月２０日要綱）は、平成１９年３月３１日をもって廃止する。 

 

   附 則（平成３０年１０月１日要綱） 

  この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 





別記様式第１号

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 年 月  日 生

住 所 〒

（　続柄 ）

（　学年 年 ）

（　学年 年 ）

年 月 日から 年 月 日まで

申立の理由 （具体的に）

年 月 日

保護者氏名 印

連絡先：

大館市教育委員会　教育長　様

※添付書類（該当に〇印）

・両親の就労証明書　　　　・預かり証明書　　　　・学校長の意見書　　　　・その他（　　　　　　　　　）

就　学　指　定　校　変　更　申　立　書

児　童

・

生　徒

性別 男　　・　　女

大館市

保 護 者 氏 名

就 学 指 定 の 学 校・ 学 年 大館市立 　　　　　小学校

変 更 申 立 の 学 校・ 学 年 大館市立 　　　　　小学校

申 立 の 期 間

自宅電話番号

勤務先電話番号

就 学 指 定 校 の 変 更 に つ い て 申 立 い た し ま す 。



別記様式第２号

号

様

大館市教育委員会教育長

就学校の指定に係る通知書

付けで申立のあった就学指定校の変更について、下記のとおりとします。

大館市

大館市立 ( 学年）

大館市立 ( 学年）

申し立てを認めます。

申し立ては認められません。

から まで

事情を考慮し、大館市立 への就学を承認します。

　承認する期間 年月日 年月日

　理　　由

　児童・生徒氏名

　保護者氏名

　住　　所

　就学すべき
　学校・学年

　就学希望の学校

　承認の可否

年 月 日

年　月　日



別記様式第３号

フ リ ガ ナ

氏 名

在 学 校

生 年 月 日

住 所

年　　　　月　　　　日

　上記の者の届出が事実と相違ないことを証明します。

※　この届出は、毎年１月１５日から２月１４日までの間に、市教委に提出してください。

※　届出の流れ　・・・　保護者が記入押印　→　学校長が証明　→　市教委に提出

学
校
記
入
欄

証明者
（在学校校長）

（↑↑↑この欄は保護者が記入押印してください。）

年　　　　月　　　　日提出

　　　大館市立　　　　　　　　　　　　　　学校　　　　　　　　　　　　　

児　童
・

生　徒

校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

（↓↓↓この欄は在学校校長が記入押印してください。）

就学指定校変更　現　況　届

性別 男　　・　　女

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日生

　大館市

　大館市立　　　　　　　　　　　　学校　　（学年　　　　年）

保
護
者
記
入
欄

大館市教育委員会教育長　様

　指定校変更の承認を受けた事由に現在も変わりがないことを届け出ます。

保護者氏名

児童との続柄

連絡先（電話）

印


